
   

アップデート５．８９のご案内 

 

  拝啓時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は、「社労法務システム」を御愛顧いただきまして誠に 

ありがとうございます。 

  さて、このたび下記の内容のソフトウェア アップデートを行いましたので、ご確認下さい。 

 

敬具 

 

記 
 

 アップデート 5.89                                       

    ＜概要＞ 
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１．社会保険関係届出用紙の改正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

  ・算定基礎届と賞与支払届、外国人ローマ氏名届の新用紙対応 

２．外部連携 API のサポート終了による対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

  ・2024 年 1 月 31 日 18 時をもって外部連携 API のサポートが終了するための対応 

３．静岡県浜松市の行政区再編に関するお知らせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

  ・2024 年 1 月 1 日から静岡県浜松市の行政区が変更となったための対応についてのお知らせ 

４．その他改善と不具合の対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

  ・個人テキストデータ出力の改善 

  ・カレンダーの不具合対応 

５．今後のアップデート予定について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 
                                                                                               

アップデート公開日：2024 年 1 月 19 日  
 



   

アアアッッップププデデデーーートトト内内内容容容   

 

１．社会保険関係届出用紙の改正  

令和６年1月から社会保険関係届出用紙の改正が行われましたので、新用紙への対応を行いました。 

１） 算定基礎届 

  下記の新しい用紙を選択できるように改善を行いました。 

令和 06 年度以降版（A4）レーザー・モノクロ 

令和 06 年度以降版（A4）レーザー・カラー 
 
２） 健保厚年賞与等支払届 

  下記の新しい用紙を選択できるように改善を行いました。 

賞与支払届 令和 06 年 01 月以降（レーザー・モノクロ） 

賞与支払届 令和 06 年 01 月以降（レーザー・カラー） 
 
３） 外国人ローマ字氏名届 

  新しい用紙にて印刷されるように改善を行いました。 

厚生年金被保険者（本人用）ローマ字氏名届 

国民年金第３号被保険者（配偶者）ローマ字氏名届 
   

２．外部連携 API のサポート終了による対応  

１） 2024 年 1 月 31 日 18 時をもって、外部連携 API のサポートが終了するための対応 

e-Gov より、2024 年 1 月 31 日 18 時をもって、外部連携 API のサポートが終了する旨の発表がありましたので、 

外部連携ＡＰＩに関する機能を停止しました。 
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３．静岡県浜松市の行政区再編に関するお知らせ  

2024 年 1 月 1 日から、静岡県浜松市の行政区が再編されました。 

再編に伴い、共通情報の市区町村マスタ登録にて選択できる市区町村の更新を行いました。 

       選択一覧から削除された市区町村       追加された市区町村 

 

 

 

 

 

 

 

      ※浜松市の市区町村コード（221309）に変更はありません。 

２） 該当の行政区を利用されている場合は、各種情報に登録されている市区町村コードと住所の変更が必要となります。 

   １．「市区町村マスタ登録」画面 （「２ 共通情報管理」 → 「市区町村マスタ登録」）にて 

     利用したい市区町村の登録を行います。 

     ※再編前の区のデータは、この時点ではまだ削除しないでください。 

   ２．登録済みデータより、市区町村コードと住所の変更を行います。 変更対象のデータは以下です。 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ※1：画面上部の「編集」に、住所や市町村コードを一括で変換する機能がありますのでご利用ください。 

         市区町村コードを一括変換する際には、北区は地域によって「中央区」と「浜名区」の 2 つに分かれることにご注意ください。 

         三方原地区（初生町、三方原町、東三方町、豊岡町、三幸町、大原町、根洗町）か否かで、それぞれ中央区と浜名区に 

         変換する必要があります。登録されている数にもよりますが、「北区全てを中央区に変換した後に個別で浜名区に修正する」等 

         の作業が必要となります。 

     ※2：「一括申請の社労士情報」や「マイナポータル申請の申請者連絡先情報」は、申請作成画面にて変更を行う必要があります。 

         一括申請の社労士情報         ： 「基本情報入力」画面の「社会保険労務士の選択と登録」ボタンから変更できます。 

         マイナポータル申請の申請者連絡先 ： 「申請データ入力」画面の「申請者・連絡先情報」ボタンから変更できます。 

                                   この情報は事業所毎に保管されているため、事業所毎に変更を行う必要があります。                                                      
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市区町村コード 市区町村名 
22138 4 浜松市中央区 
22139 2 浜松市浜名区 
22140 6 浜松市天竜区 

市区町村コード 市区町村名 
22131 7 浜松市中区 
22132 5 浜松市東区 
22133 3 浜松市西区 
22134 1 浜松市南区 
22135 0 浜松市北区 
22136 8 浜松市浜北区 
22137 6 浜松市天竜区 

変更が必要なデータ 操作画面 備考 
社会保険労務士の情報 「２ 共通情報管理」→「ユーザー情報登録」   
健康保険組合の情報 「２ 共通情報管理」→「健康保険組合登録」   
厚生年金基金の情報 「２ 共通情報管理」→「厚生年金基金団体登録」   
労働保険事務組合の情報 「２ 共通情報管理」→「労働保険事務組合登録」   
事業所の市区町村情報 「３ 事業所情報管理」→「事業所市町村登録」  
事業所の基本情報 「３ 事業所情報管理」→「事業所住所一覧変更」 ※1 
事業所の台帳情報 「３ 事業所情報管理」→「事業所台帳管理」   
事業場の情報 「３ 事業所情報管理」→「労働保険事業場登録」   
報酬請求先の情報 「１４ 報酬請求業務」→「請求事務所登録」   
個人の基本情報（住所） 「４ 個人情報管理」→「市区町村・住所等一覧形式訂正」 ※1 
個人の基本情報（市区町村コード） 「４ 個人情報管理」→「市区町村・住所等一覧形式訂正」 ※1 
個人の台帳情報 「４ 個人情報管理」→「個人台帳管理（労働者名簿）」   
個人の家族情報（別居先住所） 「４ 個人情報管理」→「個人基本情報新規登録」   
第二種特別加入の団体情報 「１２ 事務組合処理」→「団体登録」   
第二種特別加入の加入者情報 「１２ 事務組合処理」→「加入者登録」   
一括申請の申請者連絡先情報 「６ 社会保険業務」→「基本情報入力の訂正」  
一括申請の社会保険労務士情報 「６ 社会保険業務」→「一括申請」 ※2 
マイナポータル申請の申請者連絡先情報 「６ 社会保険業務」→「マイナポータル申請データ作成」 ※2 



   

   

 

６．静岡県浜松市の行政区再編に関するお知らせ    続き 

   ３．電子申請における提出代行証明書の変更を行います。 

      １） 提出代行証明書には住所が記載されているため、事業所情報の住所の変更を行った後に、 

提出代行に関する証明書より PDF を再出力して保管場所に保存してください。 

   「６ 社会保険業務」→「提出代行に関する証明書印刷」にて再出力できます。 

   ※ 事業所情報の住所を変更しなくても、印刷時に住所を入力することもできます。 

      ※ 「基本情報入力の訂正」画面（「６ 社会保険業務」→「基本情報入力の訂正」）にて、 

        「提出代行に関する証明書を表示」を選択すると、提出代行証明書の保管場所を確認することができます。 

２） 申請者と連絡先の住所を変更します。 

      「基本情報入力の訂正」画面（「６ 社会保険業務」→「基本情報入力の訂正」）にて、 

      申請者と連絡先の住所を変更します。 

         「現在行の訂正」より申請者と連絡先の住所の変更を行います。 
 

   ４．年末調整データについて 

      年末調整関連の書類は、再編前の区による提出や提示が認められていますので、変更を行う必要はありません。 

      ただし、何らかの理由によって変更を行いたい場合は、「年末調整データ入力」画面の上部にある「下矢印のマーク」 

      から「部門コード等再設定」画面を開き、「市町村コードの再設定を行う。」と「住所の再設定を行う。」にチェックを付け 

      「ＯＫ」ボタンを押すことで変更することができます。 

      ※ 年税額算出が完了している場合は、上記を行えば年税額算出を再実行する必要はありません。 

      ※ 個人の基本情報をあらかじめ変更した状態で操作してください。 
 

   ５．「市区町村マスタ登録」画面 （「２ 共通情報管理」 → 「市区町村マスタ登録」）にて 

再編前の市区町村データを削除します。 

      削除対象のデータを選択し、画面上部の「ツール」 → 「指定市区町村コード 使用先事業所検索」等から 

      その市区町村データが使われていないことを確認します。 

      「対象の市区町村は使用されていません。」と表示されたことを確認し、削除します。 
   

４．その他改善と不具合の対応  

１） 個人テキストデータ出力の改善 

   住民票住所（郵便番号、住所、住所フリガナ）を出力できるように改善を行いました。 

２） カレンダーの不具合対応 

下記のような場合に、カレンダーが正しく作成されないとの報告がありましたので対応を行いました。 
 
   有効期間が、2024 年 1 月 30 日で 「有効期間の開始日からカレンダーを作成する」のチェックを外した場合等に発生 
  

５．今後のアップデート予定について  

その他の要望等による改善など 
※ 実際のアップデートについては各対応が出来次第お送り致します。 

※ アップデート予定については予告なく変更される場合があります。 また、順番についても状況等により変更となる場合があります。                                                                                  
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